


 
 

はじめに 

 

もしも大規模災害が発生し、避難することになった場合は、何よりも人命が優

先されますが、ペットも家族の一員であるという認識が一般的になっているこ

とから、飼い主とペットが一緒に避難場所まで避難する「同行避難」が増えるも

のと考えます。環境省では、ペットと同行避難することは、動物愛護の観点のみ

ならず、飼い主である避難者の心のケアの観点からも重要であると述べており、

「同行避難」を推奨しております。 

こうした中で、平成 29 年 3 月に厚木市と厚木市動物愛護推進協議会は、災害

時の動物対策としてのガイドラインである「災害時ペット動物対策行動指針」

（以下「行動指針」という。）を策定し、平常時及び災害時の飼い主の役割、市

の役割、厚木愛甲獣医師会の役割や災害発生に備えた飼い主の心構えなどをお

示しいたしました。 

 今回はこの行動指針に基づき、飼い主の方々、避難所運営に携わる方々にとっ

て、平常時の備えや災害発生後の行動などについて、チェック項目を設け、より

具体的にわかりやすく整理し、参考書式や指定避難所を掲載した「災害時飼養動

物対策マニュアル」を策定いたしました。 

 このマニュアルが、飼い主の皆様に御活用いただけるとともに、各避難所運営

に携わる皆様にも、「避難所運営マニュアル」の作成等に御活用いただければと

願っております。 

最後に、人命はもとよりペットの安全についても参考にしていただければ幸

いです。 

 
 注：本マニュアルの小動物とは、鳥類、小型げっ歯類（ウサギも含む）を指し

ております。 
 
 
 ※本マニュアルは、平常時の対策及び大規模災害（地震等）発災後について掲

載しております。 
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(６) 備蓄品 

避難所でのペットの飼育管理には飼い主自らが用意します。避難所では 

人に対する準備はされますが、飼っている動物に対する備えは基本的に飼 

い主の責任になります。また、救援物資が届くまでには時間がかかること 

が予想されますので、少なくとも７日分は用意します。 

 

〈チェック〉☑ 

【命や健康にかかわるもの】 

□ 療法食、薬 

□  フード、水（７日分以上） 

□  予備の首輪、リード（伸びないもの） 

□  食器 

□  ガムテープ（ケージの補修など多用途に使用可能）    備蓄品例 

 

【飼い主や動物の情報】 

□  飼い主の連絡先 

□  動物の写真（携帯電話に動物の写真を保存することも有効です。） 

□  ワクチン接種状況 

□  既往症・健康状態 

□  かかりつけの動物病院 など 

 

 

 

 

 

                             備蓄品例 2 

災害時にペットが行方不明にならないための飼い主の明示 
 

 室内飼いの小型犬や完全室内飼いの猫でも、パニックになって開いた扉 

から逃げ出したり、地震等で倒壊した壁の隙間から外に出て行方不明にな 

った事例が多数報告されています。 

・災害はいつ起こるか予想できないので首輪を常につけるようにしましょう。 

・過去の災害では、迷子の間に痩せて首輪が取れてしまった事例も起きて 

いることから、マイクロチップの埋め込みも考えます。 
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【小動物の場合】 

□ 避難用移動小型ケージに入れます。 

□ ケージの扉が開かないようにしっかり固定します。 

 

(４) 避難場所へ (ペットとの同行避難) 

避難指示があった時は、ペットを連れて避難します。リードは放さない 

  ようにしっかり持ち、キャリーバッグやケージはしっかり抱えて動物の安 

  全に気を配ります。倒壊した建物や切れた電線など、避難場所までの経路 

  には危険な個所がたくさんありますので、足元や頭上に気を配り、落ち着 

  いて行動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※指定避難所とは、大規模災害（地震等）発災後、開設される避難所です。 

 

 

 市内各指定避難所では、原則的にはペット同行避難が可能です。 

ペットの飼育は、飼い主の自己管理が原則です。 

また、避難所内の人が住む所や建物内にペットを入れることは、原則、 

禁止となっており、避難所内の空きスペースにペットエリアを設定する 

ことになります。 

 避難所には動物の鳴き声や臭いなどを苦手とする人をはじめ、様々な 

人が避難していますので、ルールを守って周りの人への配慮が必要です。 

 

『同行避難』とは 

同行避難とは、災害発生時に、飼い主が飼育しているペットを同行し、 

避難場所等まで安全に避難すること。同行避難は避難所等での人とペット 

の同室を意味するものではない。環境省が作成している『災害時における 

ペットの救護ガイドライン』で推奨されているのは、『同行避難』です。 

なお、障害のある方が同伴する身体障害者補助犬については、ペットと 

は捉えず、避難行動支援者への支援として考えます。 
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厚木市の指定避難所 

 

※原則市内各避難所で、ペット同行避難が可能です。 

 

 

 
地 区 名 指定避難所 

 
地 区 名 指定避難所 

1 
厚 木 北 地 区 

厚 木 小 学 校 22 

小 鮎 地 区 

小 鮎 中 学 校 

２ 厚 木 中 学 校 23 飯 山 小 学 校 

３ 厚 木 南 地 区 厚木第二小学校 24 小 鮎 小 学 校 

４ 

依 知 北 地 区 

上 依 知 小 学 校 25 荻 野 運 動 公 園 

５ 藤 塚 中 学 校 26 

南 毛 利 地 区 

厚 木 高 校 

６ 北 小 学 校 27 戸 室 小 学 校 

７ 

依 知 南 地 区 

依 知 小 学 校 28 南 毛 利 中 学 校 

８ 依 知 南 小 学 校 29 ぼうさいの丘公園 

９ 依 知 中 学 校 30 南 毛 利 小 学 校 

1

睦 合 北 地 区 
三 田 小 学 校 31 毛 利 台 小 学 校 

1 睦 合 中 学 校 32 南毛利南地

区 

東 名 中 学 校 

1

睦 合 南 地 区 

清 水 小 学 校 33 愛 甲 小 学 校 

1 睦 合 東 中 学 校 34 
玉 川 地 区 

玉 川 中 学 校 

1 妻 田 小 学 校 35 玉 川 小 学 校 

1

睦 合 西 地 区 
及 川 球 技 場 36 

森 の 里 地 区 
森 の 里 小 学 校 

1 林 中 学 校 37 森 の 里 中 学 校 

1

荻 野 地 区 

上 荻 野 小 学 校 38 

相 川 地 区 

相 川 小 学 校 

1 荻 野 中 学 校 39 相 川 中 学 校 

1 荻 野 小 学 校 40 戸 田 小 学 校 

2 鳶 尾 小 学 校 41 
緑 ヶ 丘 地 区 

緑 ヶ 丘 小 学 校 

2 神奈川工科大学 42 厚木東・商業高校 

 

  

 

  

注：本マニュアルは、必要に応じて改定いたします。 

※指定避難所とは、大規模災害（地震等）発災後、開設される避難所です。 
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